
〔様式６〕 

【疾病・感染症対策課】 

管理番号：40814 

不利益処分の名称 診療報酬の支払いの差止め 

◎法令の定め 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 43条第 2項 

 

 

 

 

◎処分基準の内容 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 43条第 2項 

 感染症指定医療機関が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の同意を拒んだときは、都道府県知事は、当該感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時

差し止めるよう指示し、又は差し止めることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


